
さわやかちば県民プラザ施設ボランティア制度要綱 
 

（目的） 

第 1 条 この要綱はさわやかちば県民プラザ（以下「県民プラザ」という。）におい
て，ボランティアとして活動を希望する者に活動の場を提供するとともに，県民プ
ラザ主催事業の効率的な運営を図るために，「さわやかちば県民プラザ施設ボラン
ティア制度」を設けることとし，その運営について必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱で「さわやかちば県民プラザ施設ボランティア」とは，次の各分野
のボランティアとして県民プラザに登録された者（以下「施設ボランティア」とい
う。）の総称とし，「活動」とは，次の各分野に定める事項とし，その活動は施設ボ
ランティアの自由意志に基づくものとする。 

（１）パソコンボランティア 

   パソコン実習室における学習者の支援及び主催講座の支援に関すること。 

（２）ビデオボランティア 

   県民プラザ主催事業等の撮影及び記録に関すること。 

（３）図書ボランティア 

   生涯学習コーナー（図書コーナー）における資料・設備の整理及び読み聞かせ
活動に関すること。 

（４）子育て支援ボランティア 

   プレイルームにおける子育ての支援活動及び設備の整理に関すること。   

（５）さわやかボランティア 

   主催事業の運営、施設修繕、環境整備に関すること。 

 

（施設ボランティア担当課） 

第３条 施設ボランティアの登録事務は事業振興課が行うものとし，各分野の施設ボ
ランティアに対して，活動に関する事務連絡・調整等を行う。 

 

（登録） 

第４条 施設ボランティアの登録を希望する者は，登録の申し込みをする前に，担当
課職員から制度の説明を受け，趣旨を了承したうえで，「さわやかちば県民プラザ
施設ボランティア活動登録用紙」（別記第１号様式）により，登録を申し込むものと
する。 

２ 県民プラザは前項の申込書の提出を受け，施設ボランティアとして登録するもの
とする。 

３ 施設ボランティアは申込書の記載事項に変更があった場合は，県民プラザに変更
事項を連絡するものとする。 

 

（登録の期間） 

第５条 施設ボランティアの登録期間は，当該年度の４月１日から３月３１日までと
する。年度途中に登録した者は，登録日から当該年度の３月３１日までとする。 

 

（遵守事項） 

第６条 施設ボランティアは，活動にあたり以下の行為を行ってはならない。 

（１）公序良俗に反する行為 

（２）法令に反する行為 

（３）選挙運動，営利活動又は宗教の勧誘若しくはこれに類似する行為 

（４）知り得た個人のプライバシー，機密を漏洩する行為 

（５）県民プラザの運営を妨害する行為 

（６）その他県民プラザが不適当と判断した行為 



 

 

（登録の抹消） 

第７条 施設ボランティアが次の（１），（２）のいずれかに該当する場合は，登録を
抹消するものとし，（３）に該当する場合は，県民プラザは，施設ボランティアの登
録を抹消することができる。 

（１）施設ボランティア本人から登録抹消の申し出があったとき 

（２）施設ボランティアが死亡したとき 

（３）施設ボランティアが第６条に違反する行為をしたとき 

 

（報酬） 

第８条 施設ボランティアの活動は，無報酬で行うものとする。 

 

（活動報告書） 

第９条 施設ボランティアは活動終了後，活動報告書（別記第２号様式）を提出する
ものとする。 

 

（ボランティア保険）   

第１０条 施設ボランティアに登録した者は，登録名簿により全員がボランティア保
険に加入するものとする。 

２ 保険料は県民プラザが負担するものとする。 

３ 施設ボランティアは，県民プラザから委嘱を受けた事業補助のための活動に参加
中（自宅出発後から帰宅までの間），事故によるケガを起因とする死亡，後遺障害，
入院，通院，及び過失により第三者に対し法律上の賠償義務を負った場合に，保険
の適用を受けるものとする。 

４ 保険金額等の詳細については，別途定めるものとする。 

 

 

 

附則 平成２９年４月１日改訂 

   平成３０年３月２０日一部改正 

   令和元年１０月７日一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1号様式（その１） 

さわやかちば県民プラザ施設ボランティア活動登録用紙 

 

令和  年  月  日   

 

 さわやかちば県民プラザ施設ボランティア制度要綱に同意した上で、令和２年度 

施設ボランティアとして登録します。 

ふりがな  性  別 男 ・ 女 

氏 名 

 
□
新
規 

□
継
続 

昨年度の活動分野 

１ パソコンボランティア 

２ ビデオボランティア 

３ 図書ボランティア 

４ 子育て支援ボランティア 

５ さわやかボランティア 

 

生年月日 
昭和 
平成    年    月    日生   （    ）才 

 

 

連絡先 

現住所(〒   －    ) 

 

電話   (   )      ＦＡＸ   (   ) 

E-mail(パソコンボランティア以外は任意): 

今年度の希望 
活動分野 

 
※番号を○で囲んでくださ
い｡複数可。 

 

１ パソコンボランティア 

２ ビデオボランティア 

３ 図書ボランティア 

４ 子育て支援ボランティア 

５ さわやかボランティア（活動内容：           ） 
 

ボランティア活動 
に関して有する主な
資格 

 

他のサークルやボランティア活動に参加されている場合に、記入してください。 

 

 

（団体名と開催場所） 

 

【保護者同意欄】登録者が小・中学生の場合に御記入ください。 

保護者現住所(〒   －    ) 

 

保護者氏名 

【ＦＡＸ返信】０４－７１４０－８６０１ さわやかちば県民プラザ 事業振興課 宛て 

【郵   送】〒277-0882 柏市柏の葉４－３－１ さわやかちば県民プラザ 事業振興課 宛て 





第 1号様式（その２） 

 

さわやかちば県民プラザ施設ボランティア活動登録用紙（団体名                ） 

令和  年  月  日   
【連絡担当者】 

ふりがな 
  

氏名 
  

連 
 
絡 
 
先 

〒  － 

電話  

E-mail  

 
【一覧名簿】 

No. 役職 氏名 ふりがな No. 役職 氏名 ふりがな 

１    ９    

２    １０    

３    １１    

４    １２    

５    １３    

６    １４    

７    １５    

８    １６    





第２号様式 
 

施設ボランティア活動報告書 
 
 

氏名           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 活動後、本活動報告書を御記入の上、総合受付に御提出ください。 

  活動報告書の様式は、総合受付にございます。 

活動年月日 活動時間 活 動 場 所 活 動 内 容 

    

    

    

    

    

    


